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【次第】 

開会 

１ 審議事項 

  １）国分寺市障害者計画・国分寺市障害福祉計画の進行管理，評価に関すること（諮問第１号）

について 

２ 報告事項 

 １）次期障害者計画等策定に係るアンケート調査（案）について 

３ その他 

４ 閉会 

 

              

【資料一覧】  

◆事前配付 

資料１    答申第１号 答申書（案）に係る各委員からの意見（概要） 

資料２     答申第１号 答申書（案） 

資料３   国分寺市障害福祉に関するアンケート調査（案） 

資料４   第１期 国分寺市障害者施策推進協議会委員名簿 

◆当日配付 

 ※席次表 

資料５   国分寺市障害福祉に関するアンケート調査項目（案）について 

資料６   国分寺市地域福祉計画障害福祉に関するアンケート（前回資料） 

 

 

【開会】 

大塚会長：少々早いですけど，平成２８年度第３回国分寺市障害者施策推進協議会を始めた

いと思います。寒い中，またお忙しい中，お集まりいただきまして，ありがとうご

ざいます。  

国分寺市障害者計画・障害者福祉計画の進行管理，評価ということで皆様に審議

いただきたいと思います。よろしくお願いします。まず，委員の委嘱ということで，

事務局，説明をお願いします。 

事務局：委員の委嘱についてということで会議開催に先立ちまして，ご説明をさせていた

だきます。これまで民生委員の代表ということでご出席いただいていた中村委員さ

んが，民生委員さんの改選の関係で退任となりまして，新たに坂本委員さんを委員

として委嘱することになってございます。なお，委嘱状につきましては，机上配付

とさせていただいておりますので，よろしくお願いいたします。 

大塚会長：坂本委員，ご参加ありがとうございます。一言いただけますでしょうか。 

坂本委員：民生委員のほうから出席させていただくことになりました，坂本と申します。民

生委員ということで，朝の登校時の見守りをしておりますけれども，毎朝会う支援

学級の子達と会うのを楽しみにしております。勉強させていただきたいと思います

ので，よろしくお願いいたします。 
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大塚会長：よろしくお願いします。 

続きまして，会議成立の確認について，事務局，お願いします。 

事務局：開会に当たりまして，会議の成立の確認をさせていただきます。本協議会設置条

例の規定によりまして，会議については委員９名の過半数の出席をもって決すると

いうことになっております。本日のご出席は，８名の委員にご出席いただいており

ます。 

過半数に達しておりますので，定足数を満たしており，会議成立となります。以

上でございます。 

大塚会長：続きまして，配付資料の確認をお願いいたします。 

事務局：本日の会議資料の確認をさせていただきます。まず，本日お配りいたしました次

第の裏面にございます資料一覧をごらんいただきますようにお願いいたします。 

     資料一覧にございます番号の順に確認いたします。 

    まず，事前配付分の資料でございます。 

   資料１，答申第１号 答申書（案）に係る各委員からの意見（概要） 

    資料２，答申第１号 答申書（案） 

    資料３，国分寺市障害福祉に関するアンケート調査（案） 

    資料４，第１期 国分寺市障害者施策推進協議会委員名簿 

以上が，事前に配付いたしました資料でございます 

     続きまして本日配付分の資料でございます 

    席次表 

    資料５，国分寺市障害福祉に関するアンケート調査項目（案）について 

    資料６，国分寺市地域福祉計画障害福祉に関するアンケート（前回資料） 

以上でございます。 

     また，当日分資料に加えまして，昨年８月開催の第１回会議時にお配りいたしま

した， 

資料４，国分寺市障害者計画・実施計画の実施状況について（平成２７年度） 

資料５，国分寺市障害福祉計画の実施状況について（平成２７年度） 

また，昨年１２月開催の第２回会議時にお配りいたしました， 

資料１，国分寺市障害者計画実施計画の実施状況について（平成２７年度）及び国

分寺市障害福祉計画の実施状況について（平成２７年度）各委員からのご意見（概

要） 

資料２，答申書（案）， 

また，青色の冊子，国分寺市障害者計画（第３次）・第４期国分寺市障害福祉計画

（平成２７年度～平成３２年度） 

国分寺市障害者計画（第３次実施計画）（平成２７年度～平成２９年度）。 

     以上を机上に配付しております。 

     なお，本日の第３回会議で新たにお配りさせていただきました資料以外は，本日

の会議終了後，机上に置いたままでお帰りいただきますよう，よろしくお願い申し

上げます。以上でございます。 
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大塚会長：配付資料はそろっていますか。よろしいですか。 

それでは，皆さんのお手元の次第に沿って進行してまいりたいと思います。 

 

【審議事項】  

大塚会長：まず，１番の審議事項。「１）国分寺市障害者計画・国分寺市障害福祉計画の進行

管理，評価に関すること（諮問第１号）」について，事務局で説明をお願いいたしま

す。 

事務局：では，まず資料のご説明をさせていただきます。前回第２回の本協議会で計画の

答申案をお示しさせていただきまして，協議会の場でさまざまなご意見をいただい

たところです。事前にお送りした資料１番というものが，答申書（案）に係る各委

員からの意見（概要）の表ですけれども，こちらが前回いただいた意見の概要をま

とめさせていただいたものになりますので，こちらは資料としてご確認いただけれ

ばと思います。 

   次に，資料２の答申書（案）の修正内容についてご説明をさせていただきます。

資料２をごらんいただいて，１枚めくっていただいた，まず，１ページから順番に

説明させていただきますが，１の「はじめに」というところと，２の「進行管理及

び全体評価について」というところについては，現在のところ，特に修正をしてご

ざいません。 

     それから次に２ページをごらんいただいて，３の「障害者計画実施計画重点事業

別実績評価について」というところですが，こちらについては重点事業順にご説明

をさせていただきますと，まず，「重点事業１：障害に対する理解や配慮の促進」の

ところでございますが，前回は視覚障害の事業をピックアップした個別の事業を取

り上げる形にさせていただいておりましたけれども，前回でいただいたご意見を踏

まえて，差別解消法にも触れるような形で，障害全体にかかわるような表現にして

変えさせていただきました。 

     次に，３ページの「重点事業２：相談支援体制の充実」ですが，いただいたご意

見としては，相談先がわからないですとか，相談体制の一元化，障害種別を問わな

い相談窓口の整備というところでご意見をいただいていたかと思いますので，その

あたりのご意見を踏まえた形の表現に変えさせていただいております。 

     次に「重点事業３：ライフステージを通じた支援の仕組みづくり」ですが，こち

らは災害時の支援体制についてというところでご意見をいただいていたかと思いま

すので，そのあたりを踏まえた表現に変えさせていただいております。 

   次に，「重点事業４：障害児発達支援に向けた取組の充実」というところですが，

乳幼児から１８歳までに至るまでの支援体制の構築といったところですとか，あと

は市でやっております「つくしんぼ」の事業，このあたりの専門性を生かしていき

たいというところ，それから学校や相談支援事業所との連携というテーマのご意見

がありましたので，そのあたりも踏まえた形の表現にさせていただきました。 

     「重点事業５：障害のある人の就労の場の拡大に向けた取組の推進」についてで

すが，ここは表現がちょっとざっくりしすぎていて，わかるような，わからないよ

うなというところでご意見をいただいておりましたので，そのあたりを踏まえまし
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て，もう少し細かいところを書くという形で修正をさせていただいたものになりま

す。 

     ４ページに進んでいただいて，「重点事業６：保健・医療・福祉の連携の推進」と

いうところですが，こちらは窓口での障害への理解の不足といったところですとか，

やはり重点事業２と重なりますけれども，総合的な窓口体制，たらい回しにしない

仕組みづくり，連携の部分というところでご意見をいただいておりますので，その

あたりを踏まえた表現とさせていただきました。 

     次に「重点事業７：サービス人材等の確保」ですが，こちらについては，やはり

人材が不足しているというところでご意見をいただいたところです。この点につい

ては，不足の要因が全国的な問題であったりという部分もありますので，国や都と

の連携にも触れるような形で表現をさせていただきました。 

     続いて，障害福祉計画の成果目標別の評価になります。ここでは，国の基本指針

に基づいて設定している３つの成果目標について評価をしていきますが，まず，成

果目標の①，「施設入所者の地域生活への移行」というところですが，そこについて

は，グループホームがやはり特に不足をしているというところ，そういう状況もあ

るというご意見もありましたので，その辺の言葉を満たすような形で表現をして修

正をさせていただきました。 

     それから５ページのほうに進んでいただいて，成果目標の②「障害がある人の地

域生活の支援」というところですが，ここは特にご意見ということではありません

けれども，緊急時を含めた地域での生活という部分で，少し前回お出ししたものよ

り肉づけをした形に修正をさせていただきました。 

     次に，成果目標③の「福祉施設から一般就労への移行」というところなのですが，

ここは一般就労が全てということではないというご意見をいただいたところではあ

るのですが，成果目標の考え方としましては，障害のある方の地域での生活におい

て就労ということを考えたときに，その就労関係施策の進捗具合を図るための代表

的なものとして，一般就労への移行というのを基本指針でも成果目標として設定し

ているというところになりますので，その目標の達成状況について，どのような状

況なのか，どういう評価をするのかというところで，ここはちょっと現時点では特

に修正なしということにさせていただいております。 

     最後に５番の，「今後に向けて」についても前回からの修正は特にございません。 

    以上，簡単ではありますが，前回から修正したところについて，簡単にご説明をさ

せていただきました。事務局からは以上になります。よろしくお願いいたします。 

大塚会長：どうもありがとうございます。答申書，最終の段階ということで，皆さんのご意

見を頂戴したいと思います。ただ，大きな変更が困難ということと，必要なご意見

については私預かりということで，事務局と調整ということも考えていただきたい

と思います。ただ，これからもあるのでずっと評価は続くし，新しい計画もありま

すので，そのように反映させていただきたいと思いますのでご意見をいただきたい

と思います。前回よりは少し細かいところが入っていたのですけど。個別のところ

を少し，全体のところの観点から，説明するというお話だったかと思います。 

阿部委員：４ページのまず重点事業６のところなのですけれども，障害の重度化・高齢化の
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対応は非常に大事だと思うのですが，その中の「障害種別に関わらず」というとこ

ろに，特に精神障害，重症心身障害，発達障害というところの障害だけを取り上げ

た事業は何かあるのかなと。いわゆる身体・知的・精神という３障害以外のところ

を取り上げるということであれば。そこの状態をあえて。 

事務局：事務局です。ここは今，おっしゃられたように，代表的な障害に，３障害とか４

障害というところ以外に，発達障害とか高次脳機能障害というところにも触れさせ

ていただいたほうがよいのかなというところで，入れさせていただいたというとこ

ろです。なので，わざわざ補足したものなのですが，意図としてはこのような形で

少し広めにカバーしたいというところで入れさせていただいています。 

大塚会長：少し難しいところですね。全ての障害を書けばいいということもあるし。そして，

特出しすると，今度は，ある意味医療的ケアだとか，重度であるとか，あるいは今

までこういうことがいいのかわからない，光が当たったというか，少々そういうこ

との障害をあえて特出しすることによって，例示することによって，従来の障害も

もちろん大切なのだけれども，こういうことについてもということなので，それは

反対に誤解を与えるようだと。この例示によって，ああ，ということがわかるとい

うことのメリットを考えればと思うのですけれども，委員の皆さんはいかがでしょ

うか。 

柴田委員：できれば身体障害，知的障害，難病も加えていただいたほうが，すんなりいくか

なと思います。 

大塚会長：そうですね。あえて「など」で落ちているよりはいいと思います。大丈夫なので

すよね。 

事務局：そうですね。入れるのであれば，入れる。 

大塚会長：入れるほうがいいですね。全ての障害をカバーしているということで。身体障害，

知的障害，精神障害の３障害。あとは難病。ほかには。 

柴田委員：４ページの大きい４番の（１）施設入所者の地域生活への移行ですが，さまざま

な視点からグループホーム整備が必要だというのは確かにそのとおりで，重要なこ

となのですが，もう１つ，やはり進んでいないのが，施設からの地域移行なのです

ね。   

ここではやはり施設入所者の地域移行を強調していただきたいと思います。 

事務局：確かに柴田委員おっしゃるように，成果目標は施設入所者の地域生活への移行と

いうところですので，施設入所者を地域のほうに移行させていくという視点をもう

少し色濃く出したような形で，施設入所者やご本人とご家族の意向とか，移行に向

けた施設側の考え方とか，そういったところの実態把握から進めることになろうか

と思うのですが，その辺のところを追加していきたいと事務局としては考えていま

す。以上です。 

大塚会長：よろしいですか。 

柴田委員：はい，ありがとうございます。 

大塚会長：ほかに。 

中西委員：先ほどの説明で，５ページの「福祉施設から一般就労への移行」というところに，

一般就労に移行すべきだというその価値観自体がどうなのかという前回の議論につ
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いて，それでいいのかどうかということはきちんと議論したほうがいい問題ではな

いかなと思っています。その点は，この答申の性質とは違うというなのでしょうか。 

大塚会長：前回と比較して。 

中西委員：前回の意見の中で，一般就労への移行が前提になっているというか，そうするべ

きだというようなのは，それ前提の答申はどうなのかというお話が何回か出ていた

ような気がするのですが。 

大塚会長：済みません，福祉施設から一般就労への移行が前提になっているかどうか。 

中西委員：というか，それが一般就労を目指すべきだという感覚を前提にして話をしてしま

っているということが，それでいいのかと。そのようなお話が前回出ていたような

記憶なのですが。 

大塚会長：そうですね。障害計画のところなのですけれども，一応国が示す基本計画の中に

福祉施設から一般就労への移行を目指しなさいと，何パーセントということを含め

て書かれているということがあって，その表現などにのっとって都道府県・市町村

がをつくるというその流れの中においては前提というか，それに取り組まなければ

ならないと。もちろん，地域の実状もあるから，じゃあこの地域だとこれというこ

とはあると思いますけれども，一応前提とはなっているということの理解のもとに

つくられていると思います。その上でこの地域のこと。 

藤田委員：今回修正，中西委員がおっしゃるように修正なしということで説明があったので

すけど，このもう１つ，３ページのこの（５）の，「重点５：障害のある人の就労の

場の拡大に向けた取組の推進」がありますよね。ここでは，就労の場の拡大という

ことで，一般就労とかそういうことは特に定義していないので，ここで障害者就労

支援センターを中心としてというところで上がってくると，就労支援センターが例

えば一般就労だけではなく，幅広い形でのイニシアチブをとりながら，と私は解釈

したのですけど，次のところで，一般就労と，５ページ目ですか，限定しているの

で，あと国の施策とはもちろん入所構成とかそういう時代のところで，一般就労に

なっていかなかったという実状はあると思うのですけど，もう１つ，国分寺市の実

態としてどうなのかということと，国分寺市には，その就労移行支援事業所が今２

カ所ですかね，最前線で企業で一般就労を出している取組のところというのは。 

だいたいが市内の就労移行事業所とか，そういうところに出ている方も結構多く

て，後残っているのが，施設として，国が建てて運営されているところも多いので，

今後，その辺のところに所属している方も含めて，取り組みをしていってほしいと

いうような，Ｂ型についても可能性はあるので，その辺のところでどのように，そ

こら辺まで視野に入れているのか，その辺を聞きたいなと思っていて，Ｂ型だとす

ると，またこれからネットを形成してくるに当たって，Ｂ型に就職させていたくた

めの例えば配置基準とかそういうのがないので，就労支援センターと連携をより深

く深めてやっていかなければいけないところがあるので，その辺のところは市とし

てどのようにお考えか。国分寺市の実状等も踏まえて，ご意見をいただければと思

います。 

大塚会長：一般就労をあまり強調すると，もちろん大切なことだけれども，重度の方である

とかそういう方も含めて，全てそういうところに向かってということは，少し何か
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追い立てられるというか，あまりにも強調しすぎて，もちろんいい目標ではあるけ

れども，個々の障害のある方のいろいろな就労場面における保障をきちんとしよう

と。それぞれに応じて。もちろん一般就労があるけれども基本は。そういう意味と，

そういうことですね，はい。 

中西委員：そうですね。 

大塚会長：では，事務局のほうはどうお考えですか。 

事務局：重点事業５については，福祉施設から一般就労へということだけではなくて，福

祉的就労の場の確保ですとか，工賃の向上ですとか，そういった取組についても重

点的に行っていくという内容になっております。先ほど，中西委員，藤田委員から

ご意見いただきましたとおり，３ページの重点事業５のところ，こちらのほうを福

祉的就労も含めた就労の場の拡充というところが重要になっているので，その辺の

ところも含めて取組を推進していきたいというような内容に修正をさせていただき

たいと思いますが，どうでしょうか。 

大塚会長：ありがとうございました。大変貴重な意見で，それぞれの障害のある方に応じた，

きちんとした就労場面もつくっていると，そういったところを目指す人もいるし，

継続から始める人もいるし，福祉的就労は多様な就労形態をきちんと守って保障し

ていく。大切だと思います。ほかにはいかがでしょうか。 

土屋委員：今，ニュアンスが大切とおっしゃったと思うのですけど，重箱の隅を突つくよう

で申しわけないのですけど，４ページの４の（１）成果目標①の「一定程度整備が

進んでいるが」これ必要ですか。ニュアンス的に，一定程度整備が進んでいるんじ

ゃないとならないですかね。ニュアンスが大事というのであれば，困っている，差

し迫っているよという状況にとられない。 

大塚会長：グループホーム，在宅のサービスですよね。一定程度進んでいるから，もういい

と言っているのではないと思いますけど，何で一定程度なのか。 

土屋委員：こちらとしてはもっとよりよくしてもらいたいとお願いしているわけですよね。

お願いというかもっとよりよくしてもらいたいと思っているのに，整備が進んでい

るよと言ってしまっているのは，どうなのかなと。 

大塚会長：事務局，よろしいですか。多分数字とかで。 

事務局：ここは私ども，グループホームの整備が非常に進んでいるということで，もうこ

れ以上整備をしないよということでは決してなくて，東京都内の中では，国分寺市

はそんなに整備が遅れているわけではないというデータがございます。  

ですから，そういうことも踏まえて，こういった表記にさせていただいていると。

当然，後段等に書いてあるように，今後グループホームの計画的なサービス提供基

盤の整備は必要だと考えておりますので，そこのところは次年度の計画の改定もご

ざいますので，それにつながるような形でこういう表記にさせていただいたという

ことでございます。 

中西委員：今のところなのですけど，前回の答申案のときは，「一定程度整備が進んでいるも

のの，利用者が多く，定員に余裕のないサービスもある」という形で，今ご説明の

あったような内容だったと思うのですけど，今回の答申案では，その「利用者が多

く，定員に余裕がないサービスもある」というのは落ちてしまって，なくなってし
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まっていますよね。それは残したほうがいいのかなと思ったのですが。 

柴田委員：グループホーム入所施設の問題は，国分寺の去年の統計だと，入所施設が７７人

で，グループホームが９７人ということで，グループホームのほうが多くなってい

るのですね。全障害を通してですけども。この数字は，東京都内ではかなり高い数

字で，国分寺は努力して，グループホームが整備されてきたということは確かだと

思います。それは私たちも誇りに思える状況だと思うのですね。 

だけれども，まだまだ足りないというのも現実でありますので，今までの努力で

ここまで引き上げられてきたということは，お互い共通認識した上で，さらにこれ

から必要であると書きぶりにしていただければと思います。他市に比べれば，確か

に高いと私は思います。 

大塚会長：事務局，ありますか。前の，「一定程度進んでいるものの，利用者が多く，定員に

余裕のないサービスもある」と。肝はやっぱり一定程度整備が進んでいるものの，

まだまだ発展途上にあるということになるでしょうから，進んでいるものの，進ん

でいるからいいというものではなく，まだまだ整備しなければならないこともある

と，そういう意味でしょう。「定員に余裕ないサービスがある」は言葉として適切で

はないかと思います。 

事務局：今，会長がおっしゃったとおりでして，この表現につきましては，内容を少しコ

ンパクトにして，まとめさせていただいたということと，あと，会長がおっしゃる

ように，この文言自体があまり適切ではないなということで，事務局側のほうで協

議をさせていただいて，削ったという経緯がございます。 

     繰り返し申し上げますけれども，こちらとしても，もう既にグループホームが充

足していると考えてございませんし，先ほど柴田委員からおっしゃっていただいた

ように，これまで一生懸命やってきたというところもございますので，そういった

ことで，このような表現にさせていただきました。 

大塚会長：いろいろありますけれども，一定程度進んでいるが，もういいではなくて，まだ

まだということを，一番最後を見ると，生活拠点となるグループホームの計画的な

サービス提供基盤の整備拡充はさらに努めていってくださいと，してくださいと，

もっとということだと思います。よろしいですか。 

それでは，これについてはスケジュールもあると思いますので，私預かりという

ことで責任を持って検討して，皆さんにご報告したいと思いますので，よろしくお

願いいたします。 

 

 【報告事項】  

大塚会長：それでは，次ですけれども，２番目の報告事項について，事務局，お願いいたし

ます。 

事務局：報告事項１番，次期障害者計画等策定に係るアンケート調査（案）についてとい

うことで，ご説明させていただきます。 

     まず，計画の策定についてですけれども，前回の協議会の最後のところで少しお

話をさせていただいたところですけれども，障害者計画本体は３２年度までの計画

になってございます。それに付随する障害者計画の実施計画と，障害福祉計画につ
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いては２７年度から２９年度までの計画期間となっておりまして，３０年度からは

新しい計画となります。 

従いまして，その策定については，次年度２９年度中に行うことになりまして，

本協議会においても次期計画の検討を行うということを予定してございます。 

     策定の内容について，簡単にご説明させていただきますと，まず障害者計画実施

計画については，お手元に実施計画の冊子があるかと思いますので，めくっていた

だきますと，障害者計画本体で定めた，重点事業にぶら下がる具体的な施策として

多くの個別事業が並んでいる。その目標値を示してあるというものになりますので，

まずはこれの３０年度から３２年度のものを策定するというのが１つです。 

     それから障害福祉計画，これは障害者計画の青色表紙の冊子になりますけれども，

これの３９ページからが障害福祉計画という部分になりまして，３９ページから６

０ページまでが障害福祉計画になります。こちらも２９年度までの計画になります

ので，３０年度から３２年度までの新しい計画を策定する必要があるということに

なります。 

     それから，平成３０年度施行の児童福祉法の改正におきましては，障害児福祉計

画というものの策定が義務づけられる形となりますので，そちらもあわせて一体で

策定をしていくということになります。 

     と言いましても，障害児福祉計画については，現行の障害福祉計画の中でも，児

童のサービスの見込量などは既に記載されてありますので，そのあたりは同様な形

で策定していくことになるかと思います。 

     それからあとは，現在，国のほうで検討されている基本指針というものもござい

まして，その中で障害福祉計画等で定める，成果目標の考え方なんかが示されてい

くことになりますので，それを踏まえてどのように成果目標を定めていくかといっ

たあたりを検討していくことになります。 

     続いて，アンケート調査についてご説明をさせていただきますと，今申し上げた

ような計画の策定に当たって，例えば障害のある方のニーズがどのあたりにあるの

か，どういう障害福祉サービスが必要で，皆さん，どのようなことにお困りになっ

ているのか，このあたりの市民の皆さんの状況を知るために，アンケート調査を実

施したいと考えております。 

     今回，資料３としてお示しをしたのが，アンケート調査の（案）になります。 

   先ほど申し上げた障害者計画実施計画の各事業の策定ですとか，障害福祉計画障害

児福祉計画のサービスの見込量などを算定する際の参考にできるように，また，市

の課題であったり，評価してみたいというところを盛り込んで作成しているもので

ございます。こちらはまだまだたたき台という程度のアンケート（案）になります

ので，きょう，皆さんからご意見をいただいて，それを案にしていくというような

イメージをしております。 

     アンケート調査につきましては，前回策定時も同様に実施をしておりますので，

きょう，当日資料として，資料６をお出しさせていただいているものが，前回の策

定のときに調査したアンケートになります。 

   それから，資料５として，「国分寺市障害福祉に関するアンケート調査の調査項目
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（案）について」という資料をあわせてお配りしております。こちらでざっとでは

ありますけれども，前回の調査との比較をお示ししておりますので，簡単に説明さ

せていただきたいと思います。 

     まず，資料５の見方でございますが，一番左が区分という，質問のジャンルを示

していて，番号は問いの番号です。設問というところはどういった質問をしている，

どういう質問項目かというのを書かせていただいておりまして，前回という欄は，

前回，平成２５年度に行っておりますけれども，前回のアンケート調査で大体同じ

ようなことを聞いていれば○，全く前回触れていないようなアンケート項目であれ

ば，☆マークを入れさせていただいております。 

   今回の案については，前回をベースとするというよりも，１から作成をしたよう

な部分がございますので，○というところも全く同じような質問ということではな

くて，大体同じような主旨での質問が入っているかどうかというところで，○とい

う表現にさせていただいていますので，そのようにお考えいただければと思います。 

     それでは，区分順に沿って，ちょっと変更があったようなところを順に説明させ

ていただきますと，まず基本情報についてというところで，少し日常的に医療的ケ

アの必要かどうかというようなところを把握できればということで，そういう選択

肢を追加させていただいていると。 

     続いて，福祉サービス利用の満足度について，上から３つ目の部分ですけれども，

このあたりは計画相談ですとか，障害福祉サービスの状況の把握をするための質問

項目を新たに設けております。 

     続いて，住まいの場についてという区分ですが，ここではグループホームの利用   

    ニーズの把握のための項目を新たに設けております。 

     続いて，日中活動の場についてというところですが，このあたりでは，１８歳未

満の児童の放課後の過ごし方というところですとか，保護者の不安や課題を伺うよ

うな項目というのを新たに設けさせていただいております。 

     続いて，趣味・スポーツについてですが，地域への行事の参加状況を伺う質問を

設けました。 

     それから，災害への備えについてというところでは，市の安心・安全の環境整備

の進みぐあいをどのように感じられていらっしゃるのかというところを把握するよ

うな質問を入れさせていただきました。 

     続いて，相談についてというところですが，相談支援機関の認知度について把握

できるような項目を設けてみました。 

     次に，ヘルプマーク，ヘルプカードというところですけれども，それからその次

の差別解消法についてというところについても，認知度の把握をしておきたい項目

を新たに追加させていただきました。 

     最後に，希望・要望についてというところでは，市に対する全体の満足度を調査

するような項目を入れてみました。 

     資料５の一番最後のところには，前回調査であったけれども，今回は少し削除し

ている主な項目ということで列記させていただいております。 

   以上が，前回との比較を中心にアンケート案の概要をご説明させていただいたと
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ころになります。 

     ご意見をいただきたい部分は，先ほどたたき台ということを申し上げましたけれ

ども，例えば，質問の仕方がこの表現ではわかりづらいですとか，もっとこの質問

を入れたほうがいい，あとは選択肢に足りないもの，あとは余分なものがないかど

うかといったところのご意見，さまざまなご意見を自由にいただければと考えてお

ります。 

   それから，たたき台のそのアンケート案ですけれども，現時点でも事務局として

も少しボリュームが多くなっているかなという感覚は持っておりまして，聞きたい

項目というのは，実際に幾らでもあると言ったらあれですけれども，たくさんあり

まして，それをただ全て載せてしまうと，お答えをする側の方が負担になってしま

うところ，それから負担になった結果，お送りしたアンケートを返してもらえない

というリスクも少しあるのかなというところで非常に悩ましいところでして，その

ボリュームといったところでも，もう少しこれも要らないから減らして答えやすい

ほうがいいのではないかというようなご意見もぜひいただければと思っております。 

     本日いただいた意見は，次年度に入りましてから，本格的に策定に取り組むとい

うことになりますので，その際にいかしていきたいと考えております。 

     それから，このアンケート案については，３月にも地域自立支援協議会という協

議会が発足してございますので，こちらのほうでもご意見を伺いたいと考えており

ます。また，先ほど，たたき台と申し上げましたけれども，事務局のほうでも引き

続きどういうアンケートをどうするのがいいのかというのは，継続して検討してい

きたいと考えておりますので，そのあたりを踏まえて本日は自由なご意見をいただ

ければと思っております。よろしくお願いいたします。 

事務局：補足なのですけれども，当初，このアンケート調査をこの場でご確認いただく予

定はなかったのですね。実は，今日で今年度の開催はおしまいということで，次回

は次年度に入ってからになりますので，今日はぜひこの場を有効にといいますか，

委員の皆さんがお見えになっているので，たたき台なのですけれども，ご意見を頂

戴して，よりよい計画にしていこうという，そういう趣旨でございますので，ご了

解いただけたらと思います。 

大塚会長：それでは，アンケートについて今，見たという感じなので，内容も精査できませ

んけれども，今の時点において気がついたことであるとか，あるいはアンケートそ

もそもの考え方など自由なご意見等いただければ，これからたたき台をもとに何ら

かのバージョンアップがされていくものだと思います。どうぞ，ご自由な意見を。 

福島委員：アンケート調査を見まして，私は，まず，意見とかではないのですけれども，率

直にアンケートの結果を知りたいなと思いました。いろいろニーズとか。どこにニ

ーズがあるのかとか，何を求めているのかとか，ほかの人のニーズというか，でき

るならばアンケートの結果も知らせていただけたらありがたいなということと，相

談支援事業所というのは，２８ページに相談支援専門員がいるということを初めて

知ったのですけれども，こういうことを知らなかったので，こういうものを踏まえ

た上でアンケート結果を出していけばいいかなと思います。 

大塚会長：これのアンケートをとって公表をする，今までのアンケートの結果というのは見
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られるのですか。今までやったもの。その延長線にこれがあるわけでしょう。それ

も含めて知りたいと思っていると思います。 

事務局：今現時点でホームページなりにアップされているかというところは，確認させて

いただかないと何とも言えないところですけれども，基本的にこういうアンケート

調査ですとか計画の策定というところは，例えばアンケート調査であれば，それを

分析，集計して，アンケート結果の報告書を作成します。それは皆さんにも見らえ

るようにホームページなり，オープナーという市の情報公開の場所がありますけれ

ども，そういうところに配架したりというような対応はさせていただきたいと思っ

ておりますので，そういったところでごらんいただく機会はあるかなと考えており

ます。 

大塚会長：今までのはそういうところを見ていただくと。アンケートの公表ということにな

るかと思いますので，アクセスしなければだめなのですね。参考にはなると思いま

す。よろしくお願いします。 

阿部委員：今回のこのアンケート調査を配布する対象者が，手帳を持っている方となってい

るのですけれども，精神障害の方に対して手帳保持者がすごく限られているという

現状があって，その方たちに対してだけしかアンケートが行き渡らないという現状

をちょっと心配しています。 

     相談支援専門員としてサービスを利用したいという方たちの多くは，自立支援医

療で申請をしている方が多くいらして，手帳を持っている方は仕事をするために手

帳をとる，逆に福祉サービスを利用する目的よりも，仕事というところで手帳をと

る方が多い現状がある中で，手帳保持者にだけのアンケートということによって精

神障害の方たちのニーズがきちっとここで把握できるのかなという心配があります。

以前からの課題では，自立支援医療を使っている方にアンケートをお渡しすると，

自分たちは障害者ではないのに渡されたということで，拒否感が人によってはある

ために配布するのが難しいというお話がありました。以前はその精神科のクリニッ

クで先生たちが自主的にアンケートをお願いしてきたというような経過もあるよう

なのですけれども，やはり何らかの工夫が必要ではないかなと思います。 

大塚会長：いかがですか。今までのことも含めて。 

事務局：確かにおっしゃるとおり，基本的にこのアンケートは，手帳の所持者と，あとは

難病の医療の受給者証を持たれている方と，ある程度絞り込まれた形でアンケート

を実施する形になりますので，どうしてもそこに入って来ない，手帳を持っていな

い方のニーズを把握するのは少し難しい部分もあります。 

その部分は確かに発達障害とかもそうですけれども，できるだけ何とか把握をし

たいと考えておりまして，手法については，今後も引き続き検討はさせていただか

なければいけないかなとは思っておりますけれども，例えば当事者団体へのヒアリ

ングですとかという形には，少なくとも対応させていただくつもりではおります。

ほかの手法については，またどういう手段があるかというのは検討させていただき

たいと考えております。 

柴田委員：発達障害の場合は診断を受けている人となりますので，精神障害の場合も手帳を

持っている人のほかに手帳のない人も，診断を受けている人も含めて。答えられる
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対象をもう一段広げればよいかと思いますけれども。 

大塚会長：手法はまたということで，さっき言っていただいたのは自立支援医療を使ってい

らっしゃる方について，例えばご本人の同意が得られるのであったら，いいよと言

ってくれる人については別に対象としてもいいということも含めて，どんなことが

できるかということを少し考えたほうがいいので，多分，拒否する方にはできない

ので。   

そもそも人数を出すということではないと思うので，いろいろな場面の人がこれ

に参加していただいて，多様な意見が出てくるということが大切なので。手帳がな

い方に，どういうアプローチができるかということを考えていただければと。手法

については考えていただけたらと思います。 

柴田委員：幾つかあるのですが，今回はグループホームについて大変詳しく質問を設けてい

ただいてありがとうございます。障害者の関係団体でもこのアンケートになるべく

答えるようにしたいと思います。気になっていることは，１つは，移動支援が訪問

系の事業のところに並んでいない。１５ページにその他のサービスというところに

移動支援が出てくることです。例えば２２ページの問い２７で，小学校就学後の方

に，「あなたはどのようなサービスを使っていますか。」の選択肢に移動支援はここ

に出てこない。移動支援はかなり使っているので，ここに入れてほしいと思います。 

移動支援は現在なかなか使いにくいということもありますし，移動支援という言

葉は，単に移動だけの支援ではなくて，言わば社会参加への支援でもありますので，

もう少し詳しく取り上げていただきたいと思います。どうすればいいのかは今後の

課題ですけれども。それが１つ目です。 

     それから２つ目は，日中活動で，就労Ｂだとか，生活介護について，市内の事業

所がたまたま卒業したときにいっぱいだったというところから，他市に通わざるを

得ないという方が結構多いのですね。かなり遠くまで通っていらっしゃる。 

そんなに遠いところまで通うのが希望だったわけではないけど，市内にはなかっ

たから，他市に通っているわけです。そういう実態を利用者の側からするとどう思

っているのか。こっちのほうにすごく気に入ったところがあるからいいのだという

ことなのか本当は市内にあればもっとよかったのだけど，なかったからやむを得ず

そんな遠くまで行っているのだということなのか，そういうことを質問する項目が

欲しいかなと思います。 

     それから短期入所について。いっぱいで使えないということをよく聞きます。短

期入所についても，皆さんがどういうふうに考えているのか，どうされているのか

ということを，もう少し詳しく聞きたいと思います。 

それから最後になりますが，成人期の余暇活動支援ですね。それは残念ながら国

のサービスにないのですね。だから，ついついこういうアンケートを考えるときに

抜けてしまうのですが，実はそれは大きな制度上の欠陥なのです。やはり生活の場，

それから日中の就労を含めた活動の場だけでなく移動支援等を含めて，成人期の余

暇活動を支援するシステムがとても大事で，市内には今，公民館のくぬぎ教室とか，

障害者センターの夕日かがやきとか幾つか取り組まれているわけですが，足りませ

ん。親の会もまあぶとかアラジンとか自主的な余暇活動をやっているのですけども。
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そういう余暇活動の実態と，今後がわかるような項目が欲しいと思います。 

大塚会長：はい，ありがとうございます。ご意見ということで。民生委員さんとか学校はど

うですか。何かご意見ございましたら，どうぞ。教育についてはいかがですか。 

福島委員：私もこのアンケート，提出しませんでした。なぜかと言いますと，最初にこの基

本情報で男性か女性か，年齢を教えてくださいという感じだったので，何となく個

人が特定されるという気持ちがありまして，萎縮してしまったのですね。 

せっかくアンケート協力をお願いとなったのですけど，何となく個人の情報が周

囲に知られて，個人が特定されてしまうと，嫌だなと。適当に書いてしまったとい

う経緯がありまして。ぜひお願いしたいのは，例えば障害福祉に関するアンケート

調査，ご協力お願いのところに，計画の実施のために必要なのですよという趣旨が

書かれているのですけれども，それに加えて，このアンケートは特に個人を特定し

ないとか，個人情報は特定されませんとか，そういうような趣旨の個人情報に関す

る，個人を特定しませんみたいなそういう文面が入っていれば，アンケートに協力

しやすいと思ったので，それをお願いしたいと思いました。 

大塚会長：貴重な意見，ありがとうございます。なかなかご意見等が最初のところでちょっ

とハードル上がったりするところ。それをさけて個人情報の保護だとか，特定され

てしまう。問題はないにしろ，安心してアンケートに答えてくださいということを

書いたほうがという。 

事務局：福島委員のおっしゃることはごもっともだと思います。市の情報は条例に基づい

てやたらに外部に出せるものではございません。今回のこのアンケートを行うに当

たっては，市のルールにのっとってその上で実施するということになってございま

すので，今いただいたご意見につきましてはごもっともでございますので，そこの

ところは工夫して，なるべくご回答いただけるような形で考えていきたいと思いま

す。 

大塚会長：ありがとうございます。ほかにはいかがですか。 

柴田委員：これは障害福祉についてのアンケートなので，教育は直接対象ではないと思うの

ですが，子どもについては障害児福祉と教育を１つの部署にまとめて，１人の部長

のもとに統合するという取り組みをしているまちも都内にあります。 

そういうことを考えると学齢児の学校教育と放課後デイサービスとか移動支援と

か，ショートステイとかの関連というのは非常に大きな問題になってくると思うの

です。本人は１人で，両方からの支援が必要であるのにもかかわらず，なかなかそ

ういう仕組みになっていないという現実がありますので，もう少し教育と福祉が連

携できるような，あるいはそこにある課題がわかるような質問がないかなと思いま

す。 

     ただ，国分寺市では，教育と福祉は完全に分かれていますから、既にそういうふ

うに一本化しているところの行政とは違っていろいろその状況がわかる質問があれ

ばよいとは思うのですけれども，どうなのでしょうか。 

大塚会長：なかなか柴田委員自身，働いたうえでそうおっしゃっているわけですよね。 

柴田委員：そうですね。私も考えてみたのですけど。 

大塚会長：柴田委員，提案してくれますかね。こうすればいいと。学校に入る。 
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事務局：柴田委員のおっしゃるとおり，福祉と教育の連携というのは，大変重要な課題で

して，その地域の課題を引き出すような設問をどのように書くかどうかというとこ

ろを内部でも検討させていただきたいと思います。 

中西委員：こうだろというアイデアなしに申し上げるのはちょっとあれなのですが，ボリュ

ームがありすぎるのではないかなと思いました。 

    他市で，高齢の方のアンケート調査を受けたことがあるのですが，後見人とかやる

と何通も何通も来るので，正直これだけのボリュームがあって，最後まで回答しよ

うというお気持ちになる当事者の方がどのくらいの割合いるのかなと疑問を持ちま

した。 

大塚会長：ありがとうございます。意見として，なるべく短くがいいですよね。今までのも

のもあるだろうし，その辺のことはよく考えていただきたい。 

藤田委員：今，この基本理念，２７年第３期，見ているのですけれども，「障害のある人もな

い人も，共に住み続けたいまち，ふるさと国分寺」，済みません，唐突になってしま

うのですけど，当事者の方のこういうアンケートと，このどうしてもこれも大切な

ことと思うのと，誰でも住みやすいというところで，福祉施策が，障害者施策が本

当に当事者ではない方にもどうやって啓発というか，周知徹底できるのかなという

ところ，何かここだけだったら，そんな機能も働くのかなときのう思い出したので

すけど，何かそういうことも踏まえた，もちろんますます大変になってしまうと思

うのですけれども，当事者の方と一般市民の方がどのように障害者のこの問題を考

えているかということの視点が必要なのかなと，ちょっと済みません，ずれてしま

ったかもしれません，でも今思いました。 

大塚会長：ありがとうございます。私も言おうと思っていて，なかなかこれだけでもいっぱ

いなのにということで，障害福祉のまちづくりということで，最後，１５ページの

１４で，まちづくりということもあって，理念でもあるので，市のまちづくりとい

うことだと思っているのですけれども，やっぱり団体に所属しているかどうかで，

違う見せ方，今，国のほうも含めてビジョンで共生社会を実現しようと，ここ１０

年ですごく発展して重度の障害者高齢者，そういう垣根を取っ払ったり，障害があ

る方もない方もどのように地域で生活。 

まさにどんなふうに障害のない方と国分寺で生活していくかということも問うて

いく，それは障害がある方のほうにまずは問うていくことが必要かなと。そうする

と，どんなまちづくりが現状，障害を持っている方の立場を考えているかな，とい

うことは大切なことになっていくと思います。 

     柴田委員が言っていた，インフォーマルなサービスもそうなのですね。だから，

これは公的サービスを中心につくって。もうそこから一歩進んで，近所の人たちと

のふれあいだとか，インフォーマルなサービスをどんなふうにしていくのかという

のがが，障害の趣旨として始めたので，そういうのをここに入れていくか。施策的

なかじを切っていると思います。 

柴田委員：例えば，学校側でできれば移動支援で迎えに来てもらって，ショートステイに行

って，それでショートで泊まって，翌日また今度はショートが明けたら移動支援を

使ってまたどこかに通うようなことを考えた場合，多分，今の移動支援は家庭から
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出るということを原則にしているので，集団でやれば，ひょっとしたらお目溢しで

助かっているのかどうかよくわかりませんが，理屈だけ見ると，難しいなというと

ころがあります。そういうようなところも例えば学校教育とその施設サービスとの

関連の１つかなとは思いますね。通学で使うものではないということは，一方であ

ることはあるのですけれども。 

     それから気がついたのですけど，１３ページですね。入所施設支援で，満足度を

聞いているのですが，地域移行の希望というのはどこかで聞いているのですかね。

入所施設，かなり遠くの施設にいるので国分寺に戻りたいとか，そういうような質

問とか，どこかで聞いていますか。 

事務局：今の案ですと，今回のアンケートの対象者は，国分寺市に住所がある障害のある

方です。 

柴田委員：そうなのですか。住所がそうすると，例えばですよ，仮に青森の入所施設に行っ

ていると。それで住民票はそっちに移していると。それでご家族は国分寺にいると。

支給決定は国分寺市がしているというような場合は，この対象にならないのですか。 

事務局：そうですね。このアンケート調査の対象からは外れてしまうので，このアンケー

ト調査とはまた別にその施設入所者の地域移行のご希望というか，その辺について

は，別の形で把握していく必要があろうかなと思います。 

事務局：今，お答え申し上げたところなのですけれども，入所施設につきましては，ご存

じのとおり，訪問調査がございますので，支援区分の認定調査のときに訪問調査を

して，その際にいろいろ面接をしていきますので，そういうような中で，ニーズが

取り込んでいけると考えてございます。今回の調査につきましては，市内にお住ま

いの方を対象としております。 

柴田委員：市外のグループホーム，例えば国立とか小金井のグループホームに入っている人

はどうですか。 

事務局：今のところは対象から外れるような形になると考えております。 

大塚会長：どう考えるかで。支給決定は市町村がしているから国分寺が責任を持って，実施

主体なのだから。そういうことであればやるべきだし，ただここに住んでいるとい

うことだけのことを考えれば，それはもう。支給決定の責任を持ってなければ，当

然青森だろうと秋田であろうと，ということを含めて。 

柴田委員：青森，秋田の場合，丸ごと移っているわけですが，例えば国分寺に住んでいて，

市外の通所施設に通っている人は対象になるわけですよね。それで国分寺の中のグ

ループホームがなくて，小金井のグループホームに入ってしまうと，それは支給決

定は国分寺がしても，これは対象にならないということかな。何かもう少しその辺

は対象にしていただければありがたい気がしますけどね。 

笹本委員：私もそう思います。国分寺に，障害福祉計画を策定するための資料とするのであ

れば，当然国分寺市が支給している方のご意見を伺うべきではないでしょうか。そ

れは物理的に市外の方々にアンケート調査を依頼するのは難しいかもしれませんけ

れども，やはり最初から対象から外してしまうというのは，少し違うような気が私

はします。 

事務局：今，まさに今日，こういった形でご意見を頂戴していますので，そこのところは
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委員おっしゃったとおり，少し検討してみたいと思います。 

大塚会長：やったほうがいいですよね。非常にお金がかかったり，人手が要るというのだっ

たらあれだけれども，できる範囲のことはなるべくやって，これは人数を出すとか

ということではなくて，まさにアンケートなので，いろいろなところにいる人がど

んな思いであったり，どんな生活をしているかということを浮き上がらせるための

ものなので，なるべく多様な，国分寺で，外にいたとしても支給決定しているのだ

ったら，そういう人の話を聞いたほうが，アンケートのためにはなると思う。目的

にはかなうということで。考えてください，そこは。どうぞ，ほかには。よろしい

ですか。 

岡本アドバイザー：私も精神の仕事をしているので，アンケートの相手として，病院に入院

している人も一応考えていますよね。それって，どういう形なのかなというのが。  

病院に入院している人も一応書いていて，精神と疾病と障害が共存している病気

ですよね。そういう人たちが，むしろ社会的に教えられることを考えたりしている

と，もう少し精神のアンケートの仕方，結構やっていただけるといいなと思うので

す。後で考え直そうとありますけど，医師会で働きかけるとか，各クリニックでや

るとか，やり方はあると思うので，そこら辺をもうちょっとやってもらえるといい

かなと。住まいのところにちゃんと病院に入院と書いてあったりするので，やれる

のではないかなと。 

大塚会長：先ほどの話ではないですけど，手法について。 

事務局：先ほどの繰り返しになりますけれども，きょうはいろいろな意見をいただきたい

ということでお願いしていますので，今いただいた意見を踏まえて，検討させてい

ただきたいと思います。 

大塚会長：あとはよろしいですか。それでは，多分このアンケートは，これから皆さんのご

意見をいただきたいわけですよね。事務局から説明をお願いします。 

事務局：今日，結構なボリュームのアンケート案を事前には送付させていただきましたけ

れども，この場だけではなかなか見切れない部分もあると思いますので，引き続き

何かご意見がありましたら，2 月 22 日までにご意見を障害福祉課事務局のほうまで

メールでも郵送でも，直接でもかまいませんけれども，お送りいただければと思い

ますので，よろしくお願いいたします。 

大塚会長：皆様のほうからご意見等があれば，積極的にお寄せいただきたいと思います。こ

れで議事次第のほうは。ご意見等があれば。 

福島委員：アンケートの結果をわかりやすく資料として作成していただければ，すごくあり

がたいなと思って。第１回の協議会から人数の把握とか，障害者はどう思っている

のかとか，そういうニーズの関係で，せっかくアンケートを実施するわけですから，

何か簡単なグラフとか資料として作成していただければ，ありがたいなと思います。 

大塚会長：ありがとうございます。ダイジェスト版みたいな。 

事務局：資料は作成いたしますし，その際にどうやってわかりやすくお伝えできるかとい

うことは考えて，そのあたりを踏まえてやらせていただきたいと考えております。 

大塚会長：よろしくお願いします。 

阿部委員：今後なのですけれども，計画策定に当たっては，障害者地域自立支援協議会との
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連携をきっちりやっていくということで非常に大事だと思いまして，先日は相談支

援部会に傍聴に行ったのですけれども，今後，この協議会と自立支援協議会との連

携というのをどのように事務局として考えられていらっしゃるのかなと思っており

ます。 

大塚会長：具体的な。 

事務局：地域自立支援協議会のご意見も計画の策定に当たっては反映していきたいと考え

ていますので，うまく連携をとりながらやりたいと考えています。  

例えば，このアンケート案だけではなかなか全てのニーズというか，ご意向を把

握できるものでもない部分もありますので，地域自立支援協議会の部会とかで，例

えば上がってきた課題だとか，そのあたりというのも参考にしながら，またそのご

意見を聞きながら，地域自立支援協議会で出たご意見をまたこちらの施策推進協議

会でご報告するという形で連携をしてやっていきたいと考えております。 

事務局：補足で，今，障害者地域自立支援協議会では，次期の計画の策定も意識しながら，

地域の課題の掘り起こしというのを各専門部会で行っているところですので，各専

門部会のほうでその課題を整理して，記録をまとめたものをこの施策推進協議会の

ほうにもご報告させていただいて，計画の策定づくりに活用していきたいと考えて

います。 

大塚会長：よろしいですか。それでは，本日の障害者施策推進協議会，そろそろ終わりにし

ます。最後，事務局のほうから連絡事項等お願いします。 

事務局：事務局です。本日たたき台ということでアンケート調査の案についてご意見をい

ただきました。次年度は，本格的に計画策定の作業に入ることになります。次年度

の第１回の会議の日程をお知らせさせていただきたいと思います。 

     次年度の第１回が，４月 24 日，お時間は本日と同じ６時半からを予定させていた

だいております。そこで，今日いただいたご意見などを踏まえて，もう少しアンケ

ート案をブラッシュアップしたものをお出しするのと，あとは計画のスケジュール

的な部分とか，策定の考え方というところを中心にご説明させていただければと考

えておりますので，よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

大塚会長：平成２８年度第３回国分寺市障害者施策推進協議会を終わりにさせていただきま

す。どうもご協力ありがとうございました。 

 

――了―― 

 

 


